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【開催日】 令和７年８月２６日（火） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後１時５分 

【出席委員】 

委 員 長 伊 場  勇 副 委 員 長 森 山 喜 久 

委 員 大 井 淳 一 朗 委 員 岡 山  明 

委 員 笹 木 慶 之 委 員 白 井 健 一 郎 

委 員 松 尾 数 則   

【欠席委員】なし 

【委員外出席議員等】なし 

【執行部出席者】 

副 市 長 古 川 博 三   

総 務 部 長 辻 村 征 宏 総務部次長兼人事課長 古 屋 憲 太 郎 

総 務 課 長 杉 山 洋 子 総 務 課 主 幹 奥 田 孝 則 

総務課総務法制係長 江 本 洋 治   

人 事 課 主 幹 福 田 智 之 人事課人事係長 藤 井 貴 大 

人事課給与係長 長 村 知 明   

税 務 課 長 大 井 康 司 税 務 課 主 幹 野 村  豪 

税務課主査兼市民税係長 山 根 和 之 税務課収納係長 永 谷 真 史 

税務課固定資産税係長 光 永 正 志 税務課固定資産税係主任 村  上  良  平 

消 防 課 長 吹金原  信  夫 消防課課長補佐 乾  博 

消防課消防庶務係長 見 田 健 治 消防課消防団係長 青  木  宏  薫 

教 育 長 長 友 義 彦   

教 育 部 長 藤 山 雅 之 教育次長兼教育総務課長 矢 野  徹 

学 校 教 育 課 長 升 谷 哲 也 学校教育課主幹 田 坂 哲 省 

学校教育課主査兼学務係長 三 浦 泰 平   

【事務局出席者】 

局 次 長 中  村  潤之介 議 事 係 長 岡 田 靖 仁 

【審査内容】 
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１ 議案第８１号 物品の購入について 

２ 議案第６９号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

３ 議案第７０号 山陽小野田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

４ 議案第７１号 山陽小野田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

５ 議案第７２号 山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

６ 議案第７３号 山陽小野田市税条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第７４号 山陽小野田市山陽消防署埴生出張所建設基金条例を廃止す

る条例の制定について 

 

午前９時 開会 

 

伊場勇委員長 おはようございます。ただいまより総務文教常任委員会を開会

いたします。まず、審査内容１番、議案第８１号物品の購入について、

執行部からの説明を求めます。 

 

升谷学校教育課長 議案第８１号物品の購入についてご説明します。これは、

令和２年度に国のＧＩＧＡスクール構想に基づき整備した、児童生徒１

人１台の学習者用端末の機器更新を行うものであり、令和７年度は、小

学校を対象に２，６９１台の端末購入を、買入れ額１億４，８００万５，

０００円で株式会社大塚商会広島支店と随意契約することについて、議

決をお願いするものです。本件につきましては、国において、都道府県

単位の共同調達で端末を整備することが補助要件として示されており、

山口県では、県内の自治体が参加する山口県教育ＩＣＴ推進協議会での

取りまとめの下で実施した公募型プロポーザルにおいて、株式会社大塚

商会広島支店が最優秀提案者として選定されたことから、同者を随意契
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約の相手方としております。令和７年７月１日に仮契約を行っており、

本会議で承認いただいた後に、本契約を締結する予定です。まず、購入

に至るまでの経緯について御説明いたします。購入業者につきましては、

山口県のＧＩＧＡスクール端末共同調達審査委員会に参加をし、選定い

たしました。なお、県内では、山口市、岩国市、周南市、美祢市、長門

市、山陽小野田市が審査委員会に参加し、同じ業者から購入する手続を

進めております。共同調達審査委員会では、５万５，０００円の基本パ

ッケージの審査、選定となっております。具体的には、機器本体とタッ

チペン、ＯＳ、ワープロ、表計算、プレゼンテーション、写真、動画撮

影ソフト、端末管理機能等の必要最低限のソフトウエアとなります。４

月１１日に共同調達審査委員会によるプロポーザルが行われ、基本パッ

ケージの最優秀提案者が決定しました。続きまして、購入するタブレッ

トＰＣについて御説明いたします。参考資料を御覧ください。機種はＬ

ｅｎｏｖｏ製のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ「５００ｅ」となります。右上の

写真のとおり、キーボードもあり、普通のノートパソコンのように使用

することもできます。下段写真のように折り畳めば、タブレットＰＣの

ようにタッチパネルでの使用もできます。学年や学習内容、場面に応じ

た使用方法が可能となります。説明は以上です。御審査のほどよろしく

お願いします。 

 

伊場勇委員長 執行部から説明が終わりましたので、委員からの質疑を求めま

す。質疑は挙手にてお願いします。 

 

大井淳一朗委員 令和２年に機器を入れて、このたび更新されるということで

す。これは今後も５年スパンで更新していくという考えでしょうか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 令和２年度に整備した端末は、経年劣化等が

あり自然故障が多くなっております。今の機種は堅牢性が高くなってい

るので、今後はもう少し長く使えると思っております。 
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伊場勇委員長 今回更新する機種を何年使うか、５年とか６年とかの期間は決

まっていないということですね。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 そのとおりです。 

 

大井淳一朗委員 今回の購入には他市との絡みもあると思うんです。これはや

はり共同調達の審査会の中で、このタイミングで購入する機運が高まっ

たから今回の購入に至ったという理解でよろしいでしょうか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 共同調達することにより複数の市が参加しま

すので、スケールメリットを生かして使用できるソフトや仕様などより

充実した機器が調達できるということから、県内市町が参加して共同調

達します。 

 

大井淳一朗委員 本市から呼びかけたわけではなく、審査会の中で購入という

ことになったということですね。審査会の役割を教えてください。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 今回の調達に当たっては、共同調達すること

が補助金交付の要件になっておりますので、補助金を受ける上で共同調

達に参加することは必須となっております。調達する機器の仕様などは

審査会の中で話し合いました。 

 

大井淳一朗委員 共同調達審査会はどのような形で立ち上がるんですか。常時

あるものではないと思うんですよ。購入に至る経緯にも絡むと思うんで

すが、どのような形でこの審査会が立ち上がって、そして共同購入に至

ったんでしょうか。スケールメリットや補助の要件は最初の説明で理解

しております。いかがでしょうか。 

 

長友教育長 令和２年に入れた機種については、ＯＳ関係や機器の古さがあっ

て、おおむね５年の使用が目安であります。その中で、共同調達するこ
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とで安くいいものを手に入れることができるということで、県教育委員

会が音頭を取って共同調達審査会を立ち上げ、それに各市が参加して共

同調達の会議を進めていくという形ですので、主導しているのは県教育

委員会ということになります。 

 

白井健一郎委員 購入理由に「ＧＩＧＡスクール構想第２期において、小学校

分１人１台端末を更新するため」とありますが、このＧＩＧＡスクール

構想第２期は第１期の延長と考えてよろしいんでしょうか。何か留意点

はありますか。 

 

長友教育長 ＧＩＧＡスクール構想につきましては、御承知のように、まず１

人１台端末と高速通信環境の整備から始まっております。文部科学省で

は教育ＤＸの進み方を第３段階に分けております。第１段階はデジタル

ステーション、いわゆるいろいろなものの電子化を進めていこうという

ところです。第２段階はデジタライゼーションの最適化によるＩＣＴデ

ータ活用による指導教育の改善などです。そして、第３段階はデジタル

トランスフォーメーションによって新たな価値を生んでいくというとこ

ろです。この３段階を文部科学省は示しております。現在、これがＧＩ

ＧＡファースト、セカンドとなるかどうか、一致するかどうかは別なん

ですけども、令和２年度、３年度で１人１台端末を配布し、高速通信環

境を整備したことで、まずはデジタル化を進めたということになります。

この第２期はさらに最適化を進めようという時期に入りますので、そう

いったところで違いがございます。 

 

笹木慶之委員 関連事項をお尋ねします。県教育委員会が主導ということです

が、財源調達はどうなっているんですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 ＧＩＧＡスクール構想化基金、山口県公立学

校情報機器整備事業費補助金として事業費の３分の２である９，８６７

万円が入りまして、残りは一般財源になります。 
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三浦学校教育課主査兼学務係長 ＧＩＧＡスクール構想加速化基金、そして、

山口県公立学校情報機器整備事業費補助金として、県から９，８６７万

円が入ってきます。残りは一般財源になります。 

 

笹木慶之委員 そうすると、残りの一般財源とは幾らになりますか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 ４，９３３万５，０００円になります。 

 

笹木慶之委員 ということは、３分の２補助で、３分の１が費用ですか。 

 

伊場勇委員長 そういった説明がありました。ほかに質疑はありますか。 

 

岡山明委員 今回は１台当たり５万５，０００円ということですが、最初に導

入したときの金額を聞きたいです。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 前回の共同調達では１台当たり４万１，８７

０円でした。補助の上限は４万５，０００円でした。 

 

岡山明委員 今回は前回よりも多く払っているということです。今回、新しい

機種に変わりますが、今までに使っている機種はどうなるのか。例えば

放課後児童クラブで使うという感じじゃなくて、もう廃棄処分となるの

か、お聞きします。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 使用可能な端末は、児童生徒の端末が故障し

た際の予備機として使用したり、教職員が授業で使用する、支援員が使

用する等の業務用端末として活用したり、オンラインで授業の配信を行

う際の補助端末として活用したりすることを考えております。また、市

立図書館での貸出し用端末としての利用や埴生幼稚園での利用も考えて

おります。 
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岡山明委員 新しく入ってくる機種と今までの機種の両方が使えるということ

ですね。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 おっしゃるとおりです。 

 

岡山明委員 そういう状況であれば、児童クラブで使うことができるのではな

いか。児童クラブではタブレットを使っていないという現状があるんで

すけど、数的に十分あるとなると、児童クラブで使用できるのではない

ですか。そういう形で利活用を進める考えはありますか。 

 

長友教育長 児童クラブでの活用につきましては、まだ検討しております。既

に１台持っていますので、持って行って使うことができますし、家に持

って帰って使うことにもなりますので、基本的には子供が持っている１

台端末を使うことにしたいと思います。ただ、家に忘れるなどいろいろ

な状況がありますので、そうしたことにつきましては児童クラブ担当課

と相談しながら考えていきたいと考えております。 

 

伊場勇委員長 児童クラブにタブレットを持って行ったら駄目なんですか。 

 

長友教育長 そこは確認しておりません。 

 

伊場勇委員長 分かりました。所管が違いますので、結構です。 

 

森山喜久副委員長 再度確認です。前回の端末購入金額は、１台当たり幾らで

すか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 ４万１，８７０円になります。 

 

森山喜久副委員長 令和２年議案第１０２号のときの価格は税抜き５万８，１
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００円になっています。国の補助金額が４万１，８７０円に児童生徒数

を掛けたものという説明を受けておりますが、その辺と整合性が取れる

ように説明をお願いします。 

 

藤山教育部長 手元に資料がございませんので、調べる時間を頂ければと思い

ます。 

 

伊場勇委員長 分かりました。別の質疑に移りましょう。 

 

大井淳一朗委員 児童用２，６６１台、予備３０台ということは、先生分は含

まれていないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 教員分は含まれておりません。 

 

大井淳一朗委員 そうなると、教職員と生徒でスペックが違うものを使うこと

になるのですが、これは大丈夫ですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 問題ないと考えております。 

 

森山喜久副委員長 山口市、岩国市、周南市、長門市、美祢市、山陽小野田市

の６市が参加したという話ですけど、前回もその６市が参加したという

ことでよろしいでしょうか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 前回は、山口市と長門市と山陽小野田市の３

市でした。 

 

森山喜久副委員長 購入先が株式会社大塚商会広島支店となっていますが、共

同調達のプロポーザルには何者参加されたんですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 ４者になります。 
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森山喜久副委員長 先ほどの質問にも関わってくるんですけど、前回は小中学

校の児童生徒分と教職員分、そして予備を含めて５，３４０台購入され

たと。今回は小学生分のみ、しかも２，６６１台ということで、現生徒

数に対して少ないように思うんですけれど、新しいタブレットはいつか

ら使う予定なんですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 ２月末を納期としておりまして、本格的に運

用するのは令和８年４月を予定しております。現時点での令和８年の見

込み児童数は２，６６２人ですので、最低限の数を購入することとして

おります。 

 

森山喜久副委員長 ２，６６２人の見込みで２，６６１台を購入予定と、しか

も予備が３０台と、その辺はどういう理解をしたらいいですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 予算要求時点での児童生徒数見込みと１人分

差が出てしまったということになります。 

 

大井淳一朗委員 古いスペックのものを使う生徒が出てくるような運用はよく

ないと思うんです。今の話を聞くと、１人分しか差がないですね。子供

が減るだろうと思っていても、分からないですよね。移住してきて児童

が増えることもありますが、これは予備だけで対応できるんですか。古

いものを使う児童が出てくるというような格差が出てはいけないと思う

んですが、その辺の対応はどのように想定されていますか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 １年間は無償のメーカー保証がございますの

で、修理に出している間は旧端末を予備機として使用していただくこと

になるかと思います。その後、修理から戻ってきましたら再びそれを使

っていただく形になろうかと思います。 
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大井淳一朗委員 それはいいんです。児童全員が新しいもの、これから購入す

るものを使えることが前提なんですよ。それが壊れてしまって古いもの

を使うのは全然構わないんです。 

 

伊場勇委員長 来年度、足りなかったときにはどうするのかということですね。 

 

長友教育長 足りないことはないと考えております。しかし、万が一そうなっ

た場合につきましては、運用で工夫して対応していきたいと思います。 

 

笹木慶之委員 先ほど来説明がありましたが、県教育委員会が主導で機種を選

定したということですが、機種の選定については各市が決定するんです

よね。 

 

伊場勇委員長 共同調達審査会のことですか。 

 

笹木慶之委員 それはそれでいいんだけど、その中の６市だけが選んでいるの

か。ほかの市は選んでいないということになるんだけど、そのこととの

関連はどうなっているんですか。 

 

伊場勇委員長 質疑の意図は分かりますか。審査会に加入している市町以外の

ところとの関係はあるんですか。転校されてきて、転校前と違う端末で

あれば使い方が少し違う場合もあろうかと思いますので、その辺を聞か

れているのかなと思います。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 山陽小野田市はＣｈｒｏｍｅＯＳ部会に参加

しております。令和７年度に更新する他の市町はｉＰａｄＯＳ部会があ

りまして、そちらでプロポーザルが実施された形になっております。 

 

笹木慶之委員 とやかく言う筋合いはありませんが、そういう仕組みの中で動

かれていることは分かるんだけど、価格的には問題ないんですか。 
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長友教育長 Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを使っても、ｉＰａｄを使っても、ＩＣＴ

を活用した授業ということを考えれば差はありません。使いやすさとか

アプリの関係とかで差は出てきますけども、本市ではＣｈｒｏｍｅｂｏ

ｏｋを非常に有効活用できているので問題はないと考えております。 

 

松尾数則委員 ＤＸとかタブレットとか、国からの予算もあるし、いとも簡単

にかなりの金額が動いているんです。これが本当に最もいい方法なのか

なと思って。例えばソフトを入れ替えるなどは不可能なんですか。 

 

長友教育長 ソフト云々につきましては、最新のものを使っておりますので問

題ないと思います。ただ、ハード面に関しましては、いろいろと自然故

障等が起きていますので、どうしても買い換える必要があると思ってお

ります。 

 

松尾数則委員 ハード面での対応について、機種を５年ごとに変えていく流れ

の中で、費用をだんだん下げていくことは不可能ですか。 

 

長友教育長 なるべく市の支出が少ないように工夫してやっているところでご

ざいます。 

 

松尾数則委員 やっておられるということですけれど、何をどのようにやって

いかれるのか、ちょっと見えてこないんですよ。例えばソフトを変える

とか、ハードを変えるとかです。今はハードを変えている段階なんです

が、ソフトを変えることで対応できるなど、そういうことをされたこと

はあるんですか。 

 

長友教育長 ソフトを変えて対応するとはどういうことを示されているのかよ

く分からないのでなかなかお答えが難しいんですけども、私たち事務局

が考えているのは、なるべくお金をかけずに効果を上げるということで
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す。今はそのような形で進めているということで御理解いただければと

思います。また、単市でやるというよりもいろいろな市が集まって、ス

ケールメリットを大きくして行うことで価格も下げています。 

 

松尾数則委員 そうですね。なかなか理解してもらえないところもあるんです

が、僕が言いたかったのは、ＷｉｎｄｏｗｓＯＳのレベルをどんどん変

えていくという流れもあるじゃないですか。そういう流れをつくってい

けないのかなと思っています。 

 

長友教育長 Ｗｉｎｄｏｗｓ１１がこのたび出ますけども、ハードが古ければ

対応できないという現実もございます。そうすると、ハードを買い換え

る必要が出てくると。だからソフトだけよくするのではなく、ハードも

それに伴ったものにする必要があると思います。ですので、いろいろな

ことを考えながら、専門的な助言も得ながら、いかに安価な方法ででき

るかということを工夫してやっているのが現状でございます。 

 

伊場勇委員長 今から出るのは多分Ｗｉｎｄｏｗｓ１２ですね。（発言する者

あり）１２じゃないですか。Ｗｉｎｄｏｗｓ１１ですか。 

 

長友教育長 申し訳ありません。現在、Ｗｉｎｄｏｗｓ１１まで出ているんで

すけども、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０の機種もあります。Ｗｉｎｄｏｗｓ１０

の機種でＯＳをＷｉｎｄｏｗｓ１１にアップグレードしようと思っても、

機器が古くてアップグレードできずに新しい機器を買う必要が出てくる

のが現状でございます。 

 

岡山明委員 今回、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを推しているという状況ですね。も

う一つあるということで。今回の調査審議会で山口県においては６市ぐ

らいがＣｈｒｏｍｅＯＳを使っているという状況です。下関など大きい

市は入っていないと。今回、小学校分が１台当たり５万５，０００円と、

前回と比べて価格が３割程度上がっているという状況です。ほかの機種
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を使っている市町があるというお話しでしたが、そちらも恐らく合同で

購入されていると思うんですが、１台当たりの価格は幾らくらいになり

ますか。 

 

長友教育長 ｉＰａｄとか、ＷｉｎｄｏｗｓＯＳの機器とかになると思うんで

すけど、そちらの価格は分かりません。 

 

伊場勇委員長 ほかの審査会でｉＰａｄなどの機種を決めて調達している、本

市は入っていないから分からないということですね。 

 

長友教育長 加えて言いますと、ハードの値段につきましては、Ｃｈｒｏｍｅ

ｂｏｏｋが一番安いということになります。 

 

森山喜久副委員長 前回のことに絡んで申し訳ないんですけど、令和２年１０

月の物品購入では、児童用３，１４０台、生徒用１，５５１台、教員用

４０５台、予備２４４台の合計５，３４０台を買われています。それは

現在どのような形になっているのか、それが今後どういうふうな予定な

のか、教えてください。 

 

升谷学校教育課長 現在の学校での活用でございますが、授業ではほぼ毎時間

使っている形です。その中に入っているドリル形式のものを行ったり、

自分の思考を振り返ったり、他者と共有したり、教員とのやり取りに使

ったり、プロジェクターを使って授業で活用するという方法を取ったり

しているところです。持ち帰りは随分習慣化しまして、週末は家庭に持

ち帰って自主学習に利用しています。先ほどもありましたけど、やはり

どうしても経年劣化とともに壊れてしまうこともあるので、そのときに

は教育委員会で予備機を貸し出して対応しているところです。 

 

藤山教育部長 補足します。業者からは更新時には無償で引き取ると言われて

いるんですけども、やはり使えるものでございますので、先ほど担当者
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が申しましたように、いろいろな利活用を考えております。正式には調

整できておりませんので、今後検討したいと考えております。 

 

森山喜久副委員長 小学校分の３，１４０台については、どのように活用する

のかはまだ不明と。中学校分の１，５５１台と教員用の４０５台はその

まま引き続き使っていくということでいいんですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 おっしゃるとおりでございます。 

 

伊場勇委員長 このたびは小学生のものだけを新しいものに変えて、それ以外

のものはそのまま使うということですね。なぜ小学生のものだけを変え

るんですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 これまでの故障台数から、当初は単年度での

更新を考えておりましたが、令和７年度に機器の更新が集中するという

ことから、県を通して複数年に分けて調達してほしいとの要請がありま

した。また、市の財政負担の点からも、単年度に集中するよりも複数年

度にまたがって購入したほうがいいとの判断から、令和７年度は小学校

分、令和８年度は中学校分の更新としました。令和７年度はなぜ小学校

分かといいますと、取扱いの問題で小学校分の故障台数が多かったので、

そちらを先に更新しようと考えました。 

 

森山喜久副委員長 前回、児童用で購入した３，１４０台と予備分の２４４台

を合わせて、使用可能台数は何台あるんですか。 

 

伊場勇委員長 学校にいろいろ振り分けているので細かい数字は難しいかもし

れませんが、何台購入して、実際に現在は何台使えるのか、おおよその

数でいいのでお答えください。把握できていなければそのようにお答え

ください。 
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長友教育長 細かい数字は今のところありませんが、子供たち１人１人が必ず

使えるような体制を整えております。 

 

森山喜久副委員長 壊れるという話が出たと思うんですが、保守は単年度でや

っているのか、令和５年度でやっているのか分からないけど、保守の状

態、保証の状況はどうなっているか教えてください。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 令和２年度に購入した端末は、保守費用が高

かったので１年間のメーカー保証のみでした。今回調達する端末も１年

のメーカー保証のみとなっております。 

 

森山喜久副委員長 有償での保守パックには入らないと理解していいですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 そのとおりでございます。 

 

森山喜久副委員長 端末のランニングコストはどれぐらいかかっているんです

か。通信料などです。 

 

伊場勇委員長 ランニングコストについて、今後ハードを変えることでどう変

わるのか、それについてはいかがですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 今の通信運搬費についてはすぐにはお答えで

きないです。機種が変わることによって通信運搬費が変わることはござ

いません。 

 

大井淳一朗委員 令和５年１０月２６日付の文部科学省から事務連絡で「ＧＩ

ＧＡスクール構想の下で整備された１人１台端末等の適切な処分最終又

は再資源化等について」という通知が出ています。都道府県の教育委員

会宛てに出ており、これを市町村に通知してほしいという内容なんです

が、その中で現行端末の再使用や再資源化の手法の例が挙げられており
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ます。この文書に従って適切な処分をしていただきたいと思うんですが、

この通知については承知していらっしゃいますでしょうか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 承知しております。 

 

大井淳一朗委員 何が言いたいかというと、児童クラブ等で活用を考えておら

れるということですが、やはり３，０００台ということですから、大半

は処分していくことが考えられます。その場合に委託の手法がいいかげ

んであると、不法投棄などにつながっていくんです。その辺りの処理の

委託についてもきちんと検討されていらっしゃいますでしょうか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 このたび最優秀提案者となった株式会社大塚

商会では、サービス内容として端末の消去証明等を提出するという無償

サービスがありますので、きちんと処分していただけるサービスがつい

ているということになります。 

 

大井淳一朗委員 さっきの答弁と絡むんですが、これは株式会社大塚商会が引

き取って適切に処分するものと理解してよろしいですね。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 おっしゃるとおりでございます。 

 

松尾数則委員 恐らく学生は家へ持って帰って家のＷｉ－Ｆｉなどに接続した

いと思うんでしょうけれど、どの家もＷｉ－Ｆｉが使えるような状況に

なっているんでしょうか。 

 

伊場勇委員長 物品購入とは少し離れますけど、回答できますか。 

 

長友教育長 家にＷｉ－Ｆｉがあるところについては、それを使っていただく

ようにお願いしておりますし、ないところにつきましてはルーターの貸

出しを行っております。 
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森山喜久副委員長 現在使っている児童用の３，１４０台に関しては、これか

らも継続して使うなり予備として置いておくなりすると。それとも、基

本的には無償で引き取ってもらうんですか。どっちなんですか。 

 

伊場勇委員長 方向性は今検討中ということなんですけれども、どうでしょう

か。 

 

長友教育長 先ほどいろいろな御提案がありましたので、検討しているところ

でございます。 

 

伊場勇委員長 保護フィルムは附属しているんですか。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 保護フィルムはついておりません。頑丈なガ

ラス面になっております。 

 

伊場勇委員長 分かりました。ほかに質疑はありますか。 

 

森山喜久副委員長 先ほどの質疑に対する回答をしてもらっていません。 

 

伊場勇委員長 そうですね。失礼しました。前回購入時の金額はもう分かりま

したか。前回の購入単価は４万１，８７０円という説明でしたが、副委

員長の資料の中では約５万円とありました。 

 

長友教育長 時間を頂いてよろしいですか。 

 

伊場勇委員長 分かりました。それではここで暫時休憩します。 

 

午前９時４２分 休憩 
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午前９時５２分 再開 

 

伊場勇委員長 それでは休憩を解きまして、総務文教常任委員会を再開いたし

ます。先ほど質疑についての回答を求めます。 

 

三浦学校教育課主査兼学務係長 先ほど副委員がおっしゃられました令和２年

１０月の資料では、税抜き５万８，１００円で、税込みにしますと６万

３，９１０円になります。そのうち端末の代金が４万１，８７０円、有

償ソフトの代金が２万２，０４０円となっております。今回の調達では

有償ソフトの購入はございません。 

 

伊場勇委員長 そのほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それ

では質疑を打ち切ります。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めます。それでは、採決に移ります。議案第８１号物品の

購入について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊場勇委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それではここで職員

入替えのため暫時休憩とします。 

 

午前９時５４分 休憩 

 

午前９時５６分 再開 

 

伊場勇委員長 それでは休憩を解きまして、総務文教常任委員会を再開します。

続いて、審査内容２、議案第６９号行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
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執行部からの説明を求めます。 

 

杉山総務課長 議案第６９号行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明します。

まず、条例の詳しい内容の前に、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法について御説明し

ます。番号法は国民一人一人にマイナンバーを付与することで、社会保

障、税、災害対策分野などにおける行政手続の効率性、透明性を高め、

国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とし

て導入されました。平成２７年１０月から住民票を有する全ての人に１

２桁のマイナンバーが通知され、平成２８年１月から窓口等での各種申

請手続において必要となる書類が簡素化されるなど、市民の利便性の向

上につながっています。ただし、マイナンバーを通じて情報連携させる

ことで様々な個人情報を利用できるため、マイナンバーを利用できる事

務については、この番号法で定める法定事務、準法定事務及び地方自治

体が独自に条例で定める独自利用事務のいずれかに限定されています。

独自利用事務として、本市でマイナンバーを利用する事務を定めている

のが本条例であり、本条例により個人番号を利用した事務の取扱い及び

庁内における情報連携が可能となります。改正の概要につきましては、

番号法が改正されたことに伴う定義の追加及び番号法を利用する引用条

文の文言の整理等や基幹業務システムの標準化に伴う独自利用事務の追

加など、所要の改正を行うものです。具体的な改正点は３点ございます。

新旧対照表を見ていただくと分かりやすいかと思います。まず具体的な

改正内容の１点目は、令和６年６月に公布された番号法の改正において、

番号法第２条第７項に用語の定義として「カード代替電磁的記録」が追

加され、項ずれが生じたことにより、本条例第２条第２号から第４号ま

でにおいて引用する番号法の項番を改めるものです。この法改正により、

マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載することができるよ

うになりました。２点目は、令和５年６月に公布された番号法の改正に
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おいて、他の機関との特定個人情報の情報連携について定めている番号

法別表第２が番号法から削除され、同表で定めていた法定事務について

省令で規定されることになりました。これに伴い、省令で規定すること

となった事務等について本市の条例条文中で引用するため、番号法内で

新たに用語の定義が追加されたことに伴い、本条例においても同様に第

２条第５号及び第６号に定義を追加するとともに、第４条第１項及び第

３項中の条文の引用箇所の文言を改めるものです。この法改正により、

国において新たな行政サービスで情報連携が必要となる場合に、手続の

期間短縮が可能となります。３点目は、「住登外者宛名番号管理機能」

の独自利用事務への追加に伴う改正です。本年１１月から基幹業務シス

テムの標準化が実施予定であることに伴い、住登外者宛名番号管理機能

が共通機能として設けられることになりました。この住登外者宛名番号

管理機能とは、本市の住民基本台帳に登録されていないものの、本市の

行政サービス上で記録が必要な方の個人情報を管理するための機能です。

具体的には、市外の自治体に在住し、住民登録を市外でしている方であ

って、例えば、本市に不動産を所有しているために本市が固定資産税を

課税する方や、本市から市外の高齢福祉施設への入所に伴い市の被保険

者資格を継続したまま転出する方などです。当該機能を扱う事務につい

ては、独自利用事務として条例に定める必要があると国から示されたこ

とから、条例第４条第４項や別表第１、第２、第３の各表に住登外者宛

名番号管理機能及び庁内の情報連携に関する規定を追加するために改め

るものです。最後に施行日についてですが、本条例については公布の日

から施行することとしております。なお、今回の議案に係る条例改正に

より現状の市での個人番号の取扱いに変更が生じるものではありません。

説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

伊場勇委員長 執行部からの説明が終わりましたので、委員からの質疑を求め

ます。 

 

大井淳一朗委員 先ほど説明があったんですが、第４条第４項が新たに加えら
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れて、「市長又は教育委員会が自ら保有するものを利用することができ

る」という条文ですが、これが加わったことで何が変わるんでしょうか。 

 

江本総務課総務法制係長 番号法別表に規定されている法定事務や準法定事務

と独自利用事務である住登外者宛名番号管理機能との庁内連携を可能と

するための規定となっております。 

 

大井淳一朗委員 庁内連携という言葉が出ました。分かる範囲でよろしいんで

すが、具体的にどのような形で庁内連携が図られることになるんでしょ

うか。 

 

江本総務課総務法制係長 個人番号を扱う事務はそれぞれの部署にあると思い

ますけれども、事務の中で個人番号を保有した場合、それぞれの事務で

相互に利用することができるというのが庁内連携となります。 

 

大井淳一朗委員 具体的にどういった場面でどの部とどの部が連携されるか、

具体例を一つ二つ挙げていただければ結構ですが、いかがでしょうか。 

 

杉山総務課長 例えば、障害福祉課では、障害福祉サービスにおいて税情報を

使って所得区分を判定します。また、教育委員会においては、就学援助

のときに税情報等を活用します。そういった庁内の連携が考えられます。 

 

白井健一郎委員 先ほど、マイナンバーカードの情報を全てスマホに搭載でき

るという話がありました。もう少し詳しくお願いします。 

 

杉山総務課長 マイナポータルというアプリがａｎｄｒｏｉｄ用とｉＰｈｏｎ

ｅ用と別々に開発されています。このアプリをインストールしていただ

いて、マイナンバーカードをかざして手続をすることで、個人情報の管

理をしている団体からスマホの中に電子証明をするデータが送られてき

ます。そのデータがあることで、マイナンバーカードを持ち歩かずとも
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スマホの中にその証明機能が搭載されていますので、スマホをかざせば

カードがなくとも、カード情報のデータを基に様々な情報連携が図れる

というものになります。 

 

伊場勇委員長 そのほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑

を閉じます。それでは討論に入ります。討論はありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、採決に移ります。議案

第６９号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊場勇委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それでは続きまして、

審査内容３、議案第７０号山陽小野田市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてです。これは資料が出てい

ますので、それも含めて執行部からの説明を求めます。 

 

福田人事課主幹 それでは、議案第７０号山陽小野田市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていた

だきます。お手元の参考資料を御覧ください。一つ目、改正理由を御覧

ください。このたびの改正につきましては、令和６年度の人事院勧告に

おきまして、民間の育児介護休業法の改正により講じられた措置を踏ま

え、公務においても職員の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するた

め、年齢に応じた仕事と育児の両立支援制度の周知、利用に関する職員

の意向確認、職員の個々の状況に応じた配慮に関する規定を整備するた

めの改正となっております。その下の改正概要を御覧ください。このた

びの改正の概要といたしましては、妊娠、出産期の職員に対する支援措

置に関する制度周知や利用の意向確認、職員から申出があった際の個別

の状況に応じた配慮に関する規定の整備、３歳に満たない子を養育する
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職員に対する支援措置に関する制度周知や意向確認、職員から申出があ

った際の個別の状況に応じた配慮に関する規定の整備となっております。

なお、これまでも出産育児に関する支援措置につきましては、対象職員

への周知や意向確認、必要な配慮は行ってきておりますが、このたび、

民間法制におきまして事業主の義務とされたことに伴いまして、国の人

事院勧告に基づいて条例に規定するものとなっております。その下に本

市の主な支援措置と記載させていただいておりますので、御覧いただけ

たらと思います。なお、このたびの条例改正の施行日につきましては、

法律の施行に合わせまして、令和７年１０月１日から施行するものとし

ております。説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願いいた

します。 

 

伊場勇委員長 執行部からの説明が終わりました。委員からの質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 これまでも支援措置をやってきたという御説明がございまし

た。妊娠、出産期の職員に対する支援措置に対する周知や意向確認はど

のような形でされているのか。そして、この議案が可決されたら周知方

法が変わるのか、これについてお答えください。 

 

福田人事課主幹 これまでの制度周知や利用に関する意向確認につきましては、

市の掲示板を使ってさせていただいております。また、妊娠、出産等の

申出があった職員、育児に関する相談があった職員には紙を配布して支

援制度を案内しています。どういったときに使えるか、どういった要件

か、取った場合に給料がどうなるかといったところも相談に乗ったり説

明をさせていただいたりしております。また、今回の改正をもってどの

ように今後変わっていくかですけれども、これまではこういった制度が

あるということを１枚の紙で簡素化した形で周知していた部分もあり、

中には使われていない制度もございました。今後はどういった時期に、

どういった制度が使えて、使えばどうなるかというところを詳しくした

ガイドブックを作成し、そちらを職員に周知するとともに、利用したい
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という職員があれば個別に対応していく形で考えております。 

 

森山喜久副委員長 参考資料について、男性職員の育児参加休暇、出生休暇、

育児休業とありますが、育児期の休暇には男性職員の関係はないという

ことですか。その辺の説明をお願いします。 

 

福田人事課主幹 男性につきましても育児期のところに書いておりますもの、

育児休業、部分休業、育児短時間勤務などは全て利用できます。記載内

容が分かりにくかったと思いますけれども、育児期のものは女性、男性

関係なく利用することができます。 

 

笹木慶之委員 条例の改正理由に「配慮に関する規定の整備」とあるんですよ。

配慮規定というのは、どのような手続と理解すればいいですか。 

 

古屋総務部次長兼人事課長 支援制度は、先ほど主幹が説明しましたように、

休暇制度とか給付制度とか時間外の制限とかいろいろございます。配慮

としては、例えば業務量の調整とか人事異動とかで配慮していくことが

考えられるかと思います。 

 

笹木慶之委員 この配慮とは主観的なものなのか、客観的なものなのかという

ことです。主観論では困るわけです。客観的な事実でしょう。配慮とい

う言葉は、どのように理解すればいいですか。 

 

古屋総務部次長兼人事課長 育児の状況も確認させていただいて、その中でど

ういう配慮ができるのか判断していくようになろうかと思います。 

 

笹木慶之委員 的確な労務管理がされていると理解していいですか。 

 

古屋総務部次長兼人事課長 相談等があれば、状況に応じて可能な範囲では配

慮しております。 



 25 

 

伊場勇委員長 そのほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それ

では、質疑を打ち切ります。それでは討論に移ります。討論はあります

か。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、採決に

移ります。議案第７０号山陽小野田市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊場勇委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。続いて、議案第７１

号山陽小野田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について執行部からの説明を求めます。 

 

福田人事課主幹 議案第７１号山陽小野田市会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明させてい

ただきます。こちらの会計年度任用職員の勤務時間条例の改正につきま

しては、さきに御説明させていただきました正規職員と同様に、妊娠出

産期の職員、３歳に満たない子を養育する育児期の職員への支援措置の

周知、利用の意向確認、個別の状況に応じた配慮に関する規定の整備を

行うものとなっております。説明は以上となります。御審査のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

伊場勇委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 確認です。今回の議案にかかわらず、正規職員については配

慮してきたということなんですが、会計年度職員も同じ扱いをしている

という状況と理解していいのでしょうか。 

 

福田人事課主幹 会計年度任用職員につきましても、正規職員と同様に制度の

周知をさせていただいております。現在でも育児休業をされている会計
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年度任用職員の方もいらっしゃいます。制度については周知をさせてい

ただいて、利用意向確認をさせていただいた上で、適正に使えるものは

使っていただいているという状況です。 

 

伊場勇委員長 そのほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑

を打ち切ります。討論に移ります。討論はありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、採決に移ります。議案第７

１号山陽小野田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊場勇委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。続いて、議案第７２

号山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、執行部からの説明を求めます。 

 

福田人事課主幹 それでは、議案第７２号山陽小野田市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきま

す。最初に、１、改正理由を御覧ください。このたびの改正につきまし

ては、令和６年度の人事院勧告におきまして、仕事と育児の両立支援の

拡充措置として、公務員においても民間労働法制に遅れることなく、働

きながら子の養育を容易にするための育児に関する休業休暇制度を新設

することとされたことに伴いまして、改正後の地方公務員の育児休業等

に関する法律の規定に基づき休業制度を規定するものとなっております。

２、改正概要を御覧ください。現在、小学校就学前の養育する職員が申

請できる部分休業制度がございます。１日２時間の範囲内で勤務時間、

始業時間または終業時間に連続して３０分を単位として取得できる休業

制度でありますが、まずこの取得要件を緩和するとともに、部分休業に

新たな取得パターンを追加する改正になっております。まず、緩和され

る内容につきましては、３０分単位で２時間の範囲で取得できる既存の
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部分休業を、勤務時間内であればどの時間帯区分でも取得可能となりま

す。これまでは始業時間終業時間に連続しなければ取得することができ

ませんでしたが、勤務時間内であればどの時間帯区分でも取得でき、例

えば、午前１１時から１２時までと午後１時から２時までというように、

お昼休みにくっつけて２時間取得するというようなことも可能となりま

す。続いて、パターン２と書いておりますところが新たな部分休業制度

になります。こちらにつきましては、１年度において、１０日間に相当

する時間、フルタイムの職員は１日７時間４５分勤務しますので、１０

日間に相当する時間７７時間３０分の範囲内で、１日の休業時間の上限

をなくして休業を認めるものとなっております。取得単位は原則１時間

となっております。なお、正規職員、会計年度任用職員いずれも、部分

休業制度は無給の休業制度となっておりますので、取得した職員はその

取得時間分の給料が減額されるという制度になっております。また、パ

ターン１、パターン２と部分休業制度が分かれますので、対象となる職

員はいずれかのパターンを選択して申請をするという形になります。改

正後の条例につきましては、法律の施行に合わせまして、令和７年１０

月１日から施行するものとしております。また、年度の途中からの施行

となりますので、今年度につきましては、新たな部分休業パターン２に

つきましては、１０日間に相当する期間を５日間に相当する時間となる

経過措置を設けることとしております。説明は以上となります。御審査

のほどよろしくお願いいたします。 

 

伊場勇委員長 説明が終わりましたので、委員からの質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 パターン１、２それぞれによしあしがあると思うんです。状

況によっては、パターン１を選びつつもパターン２を選びたいときもあ

るということもあるんですが、組み合わせることはできるんですか。 

 

福田人事課主幹 現在の法律の運用の中では、組み合わせることはできないこ

ととなっております。パターン１につきましては、１年間という期間で、
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毎日朝８時半から９時までと夕方１６時１５分から１７時１５分まで、

合わせて１時間３０分の部分休業をすることを申請していただいて、そ

れを承認して、毎日部分休業をするという制度になっております。パタ

ーン２につきましても、今年度はパターン２で取得したいという申請を

最初にしていただきまして、その後に育児等の状況に応じて、今日は何

時間取りたい、明日は何時間取りたいとその都度申請して、その時間の

積み上げがフルタイムの職員であれば７７時間３０分まで使えるという

制度になっております。今日はパターン１、明日はパターン２という形

は、どうしてもそうしなければ育児に支障を来すという特別な事情があ

れば認められるという法律の規定にはなっておりますが、原則はどちら

か決めていただくという形になっております。 

 

笹木慶之委員 給与制度の問題の中で、減額の取扱いが出ましたよね。それに

ついて共済費や退職手当の関係はどうなるんですか。 

 

長村人事課給与係長 部分休業を取られた場合につきまして、共済費の免除等

はありません。ただ、手当金として今年から新たに制度が出ましたので、

部分休業を取られて減額が発生した場合に、一定程度の支給金が共済組

合から支給されるというものがあります。また、退職金に関しましては、

部分休業を取られた期間に関しての減産規定はありませんので、退職金

には影響ございません。 

 

伊場勇委員長 そのほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それ

では、質疑なしと認めます。討論に移ります。討論はありますか。（「な

し」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、採決に移ります。

議案第７２号山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 
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伊場勇委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それではここで職員

入替えのため暫時休憩といたします。 

 

午前１０時２４分 休憩 

 

午前１０時３６分 再開 

 

伊場勇委員長 それでは休憩を解きまして、総務文教常任委員会を再開いたし

ます。議案第７３号山陽小野田市税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてです。こちら資料もございます。執行部からの説明を求めます。 

 

大井税務課長 それでは、議案第７３号山陽小野田市税条例の一部を改正する

条例の制定についての概要を御説明いたします。今回の改正は、地方税

法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和７

年３月３１日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでありま

す。なお、このうちの一部については、施行日の関係から、６月定例市

議会において御承認いただいており、今回の改正は、順次施行される内

容についてのものであります。お手元に参考資料として「山陽小野田市

税条例の一部を改正する条例の制定について」をお配りしておりますの

で、これに沿って御説明いたします。今回の条例改正の主な内容として

は、大きく３点が挙げられます。一つ目は公示送達について、インター

ネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置く措置を取るとともに、公示事項が記載された書面を地方公共団

体の掲示場に掲示し、または公示事項をその地方公共団体の事務所に設

置したパソコン画面等の映像面に表示したものの閲覧をすることができ

る状態に置く措置を取ることによって実施することとされています。本

市は、市ホームページへの掲載と従前どおり掲示板への掲示を予定して

おります。なお、この規定の施行の日は現在時点で未定となっておりま

すが、令和５年改正法の公布の日である令和５年３月３１日から起算し
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て３年３月を超えない範囲内において、政令で定める日に施行されるこ

ととされているため、遅くとも令和８年６月２９日までには施行となる

ことから、本市の税条例の規定を整備するものです。二つ目は個人市民

税関係で、大学生年代の子等に関する特別控除（特定親族特別控除）創

設に伴う規定の整備です。令和７年度税制改正において、物価上昇局面

における税負担の調整及び就業調整への対応として所得税法の改正が行

われ、これに伴い個人住民税に関しても制度改正が行われることとなり

ました。１９歳以上２３歳未満の特定親族について、既存の扶養控除の

対象となる所得要件を超えた場合であっても、控除の額が段階的に逓減

する仕組みを新たに設けるものです。これまでは１９歳以上２３歳未満

の大学生年代の子等のうち前年の合計所得金額が４８万円以下のものを

有する場合に特定扶養控除として４５万円が控除されていましたが、令

和７年度税制改正により、特定扶養控除の所得要件が５８万円に引き上

げられるとともに大学生年代の子等のうち前年の合計所得金額が５８万

円超１２３万円以下のものを有する場合、最大４５万円から３万円の控

除を受けられる「特定親族特別控除」を新たに設けるものです。また、

このたびの制度変更における影響額については、あくまでも令和６年所

得の状況から算定すると２００万円程度の減収を見込んでおります。な

お、施行日は令和８年１月１日となっております。三つ目は、加熱式た

ばこに係る市たばこ税についてです。現在、加熱式たばこについては、

紙巻きたばこより税負担水準が約８割と低く、課税の公平性を欠いてい

る状況を踏まえ、国のたばこ税の見直しに伴い、地方たばこ税において

も課税方式が見直されました。また、これまでは重量と価格によって加

熱式たばこを紙巻きたばこの本数に換算する課税方式を、重量のみで換

算する方式に見直すほか、一定の重量以下のものは加熱式たばこ１本を

もって紙巻きたばこ１本に換算する等の仕組みとされました。この法改

正に伴い、条例附則に所要の規定を新設するものであり、施行日は令和

８年４月１日となっております。なお、激変緩和措置として、令和８年

４月１日以降と同年１０月１日以降の２段階で課税方式の見直しを実施

する経過措置が定められております。なお、このたびの制度変更におけ
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る影響額については、令和６年度実績から算定すると令和８年度は３，

０００万円、令和９年度は４，５００万円程度の増収を見込んでおりま

す。説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

伊場勇委員長 説明が終わりましたので、委員からの質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 まず、公示送達の関係です。ホームページから見られるとい

うことなんですが、これはバナーなどをつくるんでしょうか。イメージ

を教えてください。 

 

大井税務課長 ほかの課にも関係することで、まだ正式に協議して決まったわ

けではございませんが、税務課として考えているのは、ホームページの

トップページから見られるような形を想定しております。 

 

大井淳一朗委員 税務課の関係では、具体的にどのようなものが公示送達され

るんでしょうか。これまで掲示されていたものであると思うので、具体

例を教えてください。 

 

大井税務課長 今までの公示送達の例としましては、当初賦課の関係の納税通

知書、督促状等です。 

 

森山喜久副委員長 公示送達の関係で、掲示されて何日目から効力が発生する

というルールがあったと思うんですけど、その辺を教えてください。 

 

大井税務課長 掲示して７日たちますと送達の効力が発生する形になります。 

 

森山喜久副委員長 先ほど言われたホームページの関係も同じように、ホーム

ページに掲載して７日経過したら効力が発生すると理解してよろしいで

しょうか。 
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大井税務課長 掲示板も有効ですので、同じ日数でカウントするような形にな

ります。 

 

白井健一郎委員 個人市民税関係で、特定親族特別控除に係る規定の整備は、

本市が独自に取り組まれたということですか。 

 

大井税務課長 国が所得税法を改正しましたので、それに伴って今回は住民税

に関係する部分の税条例の改正になります。 

 

大井淳一朗委員 以前ありました１２３万円の壁ですね。壁が変わって減収に

なって影響はありましたが、これは国が減収分を補塡するんじゃないか

という議論が以前にあったと思うんですが、それはもうないという理解

でよろしいでしょうか。 

 

大井税務課長 現時点では国が補塡してくれるということは聞いておりません。 

 

岡山明委員 たばこ税の部分で、８割は紙たばこで、残り２割が新しいタイプ、

加熱式たばこということでいいですか。 

 

大井税務課長 令和４年につきましては、紙巻きたばこが６５％、加熱式が３

５％、令和５年度につきましては、紙巻きたばこが６０％、加熱式が４

０％、令和６年度につきましては、紙巻きたばこが５５％、加熱式が４

５％、だんだん加熱式の割合が増えております。 

 

岡山明委員 令和８年４月と１０月にそれぞれ料金が変わるとあるんですけど、

金額的には３，０００万円と４，５００万円ということで１．５倍の増

収という話がありますね。２段目で金額が変わるということでいいです

か。 

 

大井税務課長 激変緩和措置は先ほど御説明しました。それが令和８年４月の
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第１段目では、本来かける税に対して０．５、つまり５割減で課税され

ます。１０月からは１００％という形になりますので、差が５割という

形になります。 

 

笹木慶之委員 もう一度確認します。個人市民税の関係で、所得控除の見直し

の影響額は幾らでしたか。 

 

大井税務課長 令和６年度の所得で算定しますと、約２００万円の減となって

おります。 

 

伊場勇委員長 そのほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑

を打ち切ります。それでは、討論に移ります。討論はありますか。（「な

し」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは、採決に移ります。

議案第７３号山陽小野田市税条例の一部を改正する条例の制定について、

賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊場勇委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それでは、ここで総

務文教常任委員会を暫時休憩といたします。 

 

午前１０時５１分 休憩 

 

午後１時 再開 

 

伊場勇委員長 それでは休憩を解きまして、総務教常任委員会を再開いたしま

す。議案第７４号山陽小野田市山陽消防署埴生出張所建設基金条例を廃

止する条例の制定についてです。執行部からの説明を求めます。 
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吹金原消防課長 それでは、議案第７４号山陽小野田市山陽消防署埴生出張所

建設基金条例を廃止する条例の制定について御説明します。本条例は、

山陽消防署埴生出張所の建て替えに伴う建設財源の確保を目的として令

和３年度に設置されたものです。基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付

金の全部または一部を石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則第１０条

第３項に規定する施設整備基金として積み立てられ、令和６年度末にお

いてその全額を対象事業に充当し終えたことで所期の目的を達成したた

め、これを廃止するものであります。なお、施行日は公布日としており

ます。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

伊場勇委員長 説明が終わりましたので、委員からの質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 役割を終えて基金条例を廃止するということですが、山陽消

防署埴生出張所は、外構も含めて全て工事が終わったんですか。それと

も、工事は終わっていないけれども、この基金を取り崩したので役割を

終えたという理解でよろしいでしょうか。 

 

吹金原消防課長 令和７年３月末に新出張所の建設が完了いたしました。７月

に新出張所の周りの外構工事が完了いたしまして、８月２０日の開所式

で皆様に御披露させていただきました。９月２日から新出張所の業務を

開始する予定です。今後におきましては、旧庁舎の解体や第２期外構工

事に入る予定でございます。 

 

大井淳一朗委員 やはり解体がありますね。今後は取り崩した基金の中でやっ

ていくのか、それとも、新たに通常の予算措置をするのか、これについ

てお答えください。 

 

見田消防課消防庶務係長 基金につきましては、令和５、６年度の庁舎の建設

費用に全額を充てております。それだけでは全額を賄えておりませんの

で、その他の費用については一般財源において一般事業債を起債して行
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っております。 

 

笹木慶之委員 基金条例というのは、山陽小野田市の消防署の出張所建設に関

係することですよね。財源、手当の問題は、消防組合との関係もあるで

しょう。しかし、それはあくまで基金としてつながっているということ

だけであって、出張所としての機能がつながっているということではな

いということですね。あくまで建設に関する基金だけがつながっている

と理解していいですか。 

 

吹金原消防課長 お見込みのとおりでございます。 

 

伊場勇委員長 そのほかに質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑

なしとします。討論に移ります。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ

者あり）討論なしと認めます。それでは、採決に移ります。議案第７４

号山陽小野田市山陽消防署埴生出張所建設基金条例を廃止する条例の制

定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

伊場勇委員長 全員賛成で可決すべきものと決しました。それでは、以上で総

務文教常任委員会を閉会いたします。 

 

午後１時５分 散会 

 

令和７年（2025 年）８月２６日 

              

  総務文教常任委員長  伊 場   勇   

 


